
 

 
 

一 

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
>
案
@ 

>
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
@ 

第
一
条 

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
>
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
@
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
P 

第
一
条
中
R
漏
え
い
V
を
R
漏
え
い
等
V
に
改
め
る
P 

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
R
す
る
物
件
V
の
下
に
R
>
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
R
特
定
秘
密
文
書
等
V
と
い

う
P
@
V
を
加
え
る
P 

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
R
事
項
>
V
の
下
に
R
評
価
対
象
者
の
国
籍
>
過
去
に
有
し
て
い
た
国
籍
を
含
む
P
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
P
@
及
び
外
国
へ
の
渡
航
又
は
外
国
に
お
け
る
居
住
の
経
歴
そ
の
他
の
外
国
と
の
関
連
性
に
係
る
事
情

並
び
に
V
を
加
え
�
R
>
過
去
に
有
し
て
い
た
国
籍
を
含
む
P
@
V
を
削
る
P 

第
二
十
条
中
R
漏
え
い
V
を
R
漏
え
い
等
V
に
改
め
る
P 

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
P 

第
二
十
三
条
の
二 

特
定
秘
密
の
取
扱
い
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が
�
外
国
の
利
益
若
し
く
は
自
己
の
不
正
の
利
益
を
図
る



 

二 

目
的
で
�
又
は
我
が
国
の
安
全
を
害
し
�
若
し
く
は
国
民
の
生
命
若
し
く
は
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
�
そ
の
業
務
に
よ
り
知
得
し
た
特
定
秘
密
を
�
外
国
の
政
府
�
軍
隊
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
�
地
方

公
共
団
体
若
し
く
は
政
党
>
以
下
R
外
国
政
府
等
V
と
い
う
P
@
又
は
外
国
政
府
等
と
の
契
約
若
し
く
は
外
国
の
法
令
に

基
づ
き
外
国
政
府
等
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
に
協
力
す
る
義
務
を
負
う
個
人
若
し
く
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
>
以
下
R
情

報
収
集
義
務
者
V
と
い
う
P
@
に
漏
ら
し
た
と
き
は
�
一
年
以
上
の
有
期
拘
禁
刑
に
処
し
�
又
は
情
状
に
よ
り
一
年
以
上

の
有
期
拘
禁
刑
及
び
二
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
P
特
定
秘
密
の
取
扱
い
の
業
務
に
従
事
し
な
く
な
Ô
た
後
に
お
い

て
も
�
同
様
と
す
る
P 

２ 

第
四
条
第
五
項
�
第
九
条
�
第
十
条
又
は
第
十
八
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
特
定
秘
密
に
つ
い
て
�

当
該
提
供
の
目
的
で
あ
る
業
務
に
よ
り
当
該
特
定
秘
密
を
知
得
し
た
者
が
�
外
国
の
利
益
若
し
く
は
自
己
の
不
正
の
利
益

を
図
る
目
的
で
�
又
は
我
が
国
の
安
全
を
害
し
�
若
し
く
は
国
民
の
生
命
若
し
く
は
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
�
こ
れ
を
外
国
政
府
等
又
は
情
報
収
集
義
務
者
に
漏
ら
し
た
と
き
は
�
七
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処

し
�
又
は
情
状
に
よ
り
七
年
以
下
の
拘
禁
刑
及
び
七
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
P
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定

す
る
場
合
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
特
定
秘
密
に
つ
い
て
�
当
該
特
定
秘
密
の
提
示
を
受
け
た
者
が
�
外
国
の
利
益
若
し
く



 

 
 

三 

は
自
己
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
で
�
又
は
我
が
国
の
安
全
を
害
し
�
若
し
く
は
国
民
の
生
命
若
し
く
は
身
体
に
危
害

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
�
こ
れ
を
外
国
政
府
等
又
は
情
報
収
集
義
務
者
に
漏
ら
し
た
と
き
も
�
同

様
と
す
る
P 

３ 

前
二
項
の
罪
の
未
遂
は
�
罰
す
る
P 

第
二
十
四
条
第
一
項
中
R
い
う
V
の
下
に
R
P
次
項
及
び
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
V
を
加
え
�
同
条
第

三
項
中
R
前
二
項
V
を
R
前
三
項
V
に
改
め
�
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
�
同
条
第
二
項
中
R
前
項
V
を
R
前
二
項
V
に
改

め
�
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
�
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
P 

２ 

外
国
の
利
益
若
し
く
は
自
己
の
不
正
の
利
益
を
図
り
�
又
は
我
が
国
の
安
全
若
し
く
は
国
民
の
生
命
若
し
く
は
身
体
を

害
す
べ
き
用
途
に
供
す
る
目
的
で
�
人
を
欺
き
�
人
に
暴
行
を
加
え
�
若
し
く
は
人
を
脅
迫
す
る
行
為
に
よ
り
�
又
は
財

物
の
窃
取
若
し
く
は
損
壊
�
施
設
へ
の
侵
入
�
有
線
電
気
通
信
の
傍
受
�
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
そ
の
他
の
特
定
秘
密
を
保

有
す
る
者
の
管
理
を
害
す
る
行
為
に
よ
り
�
特
定
秘
密
を
取
得
し
た
者
が
�
こ
れ
を
外
国
政
府
等
又
は
情
報
収
集
義
務
者

に
漏
ら
し
た
と
き
は
�
一
年
以
上
の
有
期
拘
禁
刑
に
処
し
�
又
は
情
状
に
よ
り
一
年
以
上
の
有
期
拘
禁
刑
及
び
二
千
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
P 



 

四 

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
P 

第
二
十
四
条
の
二 

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
き
�

外
国
の
利
益
若
し
く
は
自
己
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
で
�
又
は
我
が
国
の
安
全
を
害
し
�
若
し
く
は
国
民
の
生
命
若

し
く
は
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
�
特
定
秘
密
を
外
国
政
府
等
又
は
情
報
収
集
義
務
者

に
漏
ら
し
た
者
は
�
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
し
�
又
は
情
状
に
よ
り
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
及
び
五
百
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
P 

２ 

前
項
の
罪
の
未
遂
は
�
罰
す
る
P 

第
二
十
四
条
の
三 

外
国
の
利
益
若
し
く
は
自
己
の
不
正
の
利
益
を
図
り
�
又
は
我
が
国
の
安
全
を
害
し
�
若
し
く
は
国
民

の
生
命
若
し
く
は
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
目
的
で
�
財
物
の
損
壊
�
施
設
へ
の
侵
入
�
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
そ
の
他
の
特

定
秘
密
を
保
有
す
る
者
の
管
理
を
害
す
る
行
為
に
よ
り
特
定
秘
密
文
書
等
を
毀
棄
し
た
者
は
�
十
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処

し
�
又
は
情
状
に
よ
り
十
年
以
下
の
拘
禁
刑
及
び
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
P 

２ 

前
項
の
罪
の
未
遂
は
�
罰
す
る
P 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
�
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
を
妨
げ
な
い
P 



 

 
 

五 

第
二
十
五
条
第
二
項
中
R
第
二
十
三
条
第
二
項
V
の
下
に
R
又
は
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
V
を
加
え
�
同
項
を
同
条
第

三
項
と
し
�
同
条
第
一
項
中
R
第
二
十
三
条
第
一
項
V
の
下
に
R
�
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
�
第
二
十
四
条
第
一
項
V
を

加
え
�
R
煽せ
ん

動
V
を
R
煽
動
V
に
改
め
�
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
�
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
P 

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
為
の
遂
行
を
共
謀
し
�
教
唆
し
�
又
は
煽せ
ん

動
し
た

者
は
�
七
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
P 

第
二
十
六
条
中
R
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
二
項
V
を
R
�
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
�
第
二
十
四
条
第
三
項
�
第
二
十

四
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
V
に
�
R
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
一
項
V
を
R
�
第
二
十
三
条
の

二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
�
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
�
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条

の
三
第
一
項
V
に
改
め
る
P 

第
二
十
七
条
第
一
項
中
R
第
二
十
三
条
V
の
下
に
R
及
び
第
二
十
三
条
の
二
V
を
加
え
�
R
同
条
V
を
R
こ
れ
ら
V
に
改

め
�
同
条
第
二
項
中
R
及
び
第
二
十
五
条
V
を
R
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
V
に
改
め
る
P 

>
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
@ 

第
二
条 

重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
>
令
和
六
年
法
律
第
二
十
七
号
@
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改



 

六 

正
す
る
P 

第
一
条
中
R
漏
え
い
V
を
R
漏
え
い
等
V
に
改
め
る
P 

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
R
す
る
物
件
V
の
下
に
R
>
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
R
重
要
経
済
安
保
情
報
文
書

等
V
と
い
う
P
@
V
を
加
え
る
P 

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
R
事
項
>
V
の
下
に
R
評
価
対
象
者
の
国
籍
>
過
去
に
有
し
て
い
た
国
籍
を
含
む
P
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
P
@
及
び
外
国
へ
の
渡
航
又
は
外
国
に
お
け
る
居
住
の
経
歴
そ
の
他
の
外
国
と
の
関
連
性
に
係
る
事
情

並
び
に
V
を
加
え
�
R
>
過
去
に
有
し
て
い
た
国
籍
を
含
む
P
@
V
を
削
る
P 

第
二
十
条
中
R
漏
え
い
V
を
R
漏
え
い
等
V
に
改
め
る
P 

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
P 

第
二
十
三
条
の
二 

重
要
経
済
安
保
情
報
の
取
扱
い
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が
�
外
国
の
利
益
若
し
く
は
自
己
の
不
正
の
利

益
を
図
る
目
的
で
�
又
は
我
が
国
の
安
全
を
害
し
�
若
し
く
は
国
民
の
生
命
若
し
く
は
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
�
そ
の
業
務
に
よ
り
知
り
得
た
重
要
経
済
安
保
情
報
を
�
外
国
の
政
府
�
軍
隊
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
組
織
�
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
政
党
>
以
下
R
外
国
政
府
等
V
と
い
う
P
@
又
は
外
国
政
府
等
と
の
契
約
若
し



 

 
 

七 

く
は
外
国
の
法
令
に
基
づ
き
外
国
政
府
等
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
に
協
力
す
る
義
務
を
負
う
個
人
若
し
く
は
法
人
そ
の
他

の
団
体
>
以
下
R
情
報
収
集
義
務
者
V
と
い
う
P
@
に
漏
ら
し
た
と
き
は
�
七
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
七
百
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
し
�
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
P
重
要
経
済
安
保
情
報
の
取
扱
い
の
業
務
に
従
事
し
な
く
な
Ô
た
後
に
お
い

て
も
�
同
様
と
す
る
P 

２ 

第
四
条
第
五
項
�
第
八
条
�
第
九
条
�
第
十
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
提
示

さ
れ
�
又
は
提
供
さ
れ
た
重
要
経
済
安
保
情
報
に
つ
い
て
�
当
該
提
示
又
は
提
供
の
目
的
で
あ
る
業
務
に
よ
り
当
該
重
要

経
済
安
保
情
報
を
知
り
得
た
者
が
�
外
国
の
利
益
若
し
く
は
自
己
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
で
�
又
は
我
が
国
の
安
全

を
害
し
�
若
し
く
は
国
民
の
生
命
若
し
く
は
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
�
こ
れ
を
外
国

政
府
等
又
は
情
報
収
集
義
務
者
に
漏
ら
し
た
と
き
は
�
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
�

又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
P
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
重
要
経
済
安
保
情
報
に
つ

い
て
�
当
該
重
要
経
済
安
保
情
報
の
提
示
を
受
け
た
者
が
�
外
国
の
利
益
若
し
く
は
自
己
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
で
�

又
は
我
が
国
の
安
全
を
害
し
�
若
し
く
は
国
民
の
生
命
若
し
く
は
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な

が
ら
�
こ
れ
を
外
国
政
府
等
又
は
情
報
収
集
義
務
者
に
漏
ら
し
た
と
き
も
�
同
様
と
す
る
P 



 

八 

３ 

前
二
項
の
罪
の
未
遂
は
�
罰
す
る
P 

第
二
十
四
条
第
一
項
中
R
い
う
V
の
下
に
R
P
次
項
及
び
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
V
を
加
え
�
同
条
第

三
項
中
R
前
二
項
V
を
R
前
三
項
V
に
改
め
�
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
�
同
条
第
二
項
中
R
前
項
V
を
R
前
二
項
V
に
改

め
�
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
�
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
P 

２ 

外
国
の
利
益
若
し
く
は
自
己
の
不
正
の
利
益
を
図
り
�
又
は
我
が
国
の
安
全
若
し
く
は
国
民
の
生
命
若
し
く
は
身
体
を

害
す
べ
き
用
途
に
供
す
る
目
的
で
�
人
を
欺
き
�
人
に
暴
行
を
加
え
�
若
し
く
は
人
を
脅
迫
す
る
行
為
に
よ
り
�
又
は
財

物
の
窃
取
若
し
く
は
損
壊
�
施
設
へ
の
侵
入
�
有
線
電
気
通
信
の
傍
受
�
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
そ
の
他
の
重
要
経
済
安
保

情
報
を
保
有
す
る
者
の
管
理
を
害
す
る
行
為
に
よ
り
�
重
要
経
済
安
保
情
報
を
取
得
し
た
者
が
�
こ
れ
を
外
国
政
府
等
又

は
情
報
収
集
義
務
者
に
漏
ら
し
た
と
き
は
�
七
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
七
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
�
又
は
こ
れ

を
併
科
す
る
P 

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
P 

第
二
十
四
条
の
二 

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
き
�

外
国
の
利
益
若
し
く
は
自
己
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
で
�
又
は
我
が
国
の
安
全
を
害
し
�
若
し
く
は
国
民
の
生
命
若



 

 
 

九 

し
く
は
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
�
重
要
経
済
安
保
情
報
を
外
国
政
府
等
又
は
情
報
収

集
義
務
者
に
漏
ら
し
た
者
は
�
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
�
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
P 

２ 

前
項
の
罪
の
未
遂
は
�
罰
す
る
P 

第
二
十
四
条
の
三 

外
国
の
利
益
若
し
く
は
自
己
の
不
正
の
利
益
を
図
り
�
又
は
我
が
国
の
安
全
を
害
し
�
若
し
く
は
国
民

の
生
命
若
し
く
は
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
目
的
で
�
財
物
の
損
壊
�
施
設
へ
の
侵
入
�
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
そ
の
他
の
重

要
経
済
安
保
情
報
を
保
有
す
る
者
の
管
理
を
害
す
る
行
為
に
よ
り
重
要
経
済
安
保
情
報
文
書
等
を
毀
棄
し
た
と
き
は
�
当

該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
�
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
�
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
P 

２ 

前
項
の
罪
の
未
遂
は
�
罰
す
る
P 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
�
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
を
妨
げ
な
い
P 

第
二
十
五
条
第
二
項
中
R
第
二
十
三
条
第
二
項
V
の
下
に
R
又
は
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
V
を
加
え
�
同
項
を
同
条
第

三
項
と
し
�
同
条
第
一
項
中
R
第
二
十
三
条
第
一
項
V
の
下
に
R
�
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
�
第
二
十
四
条
第
一
項
V
を

加
え
�
R
煽せ
ん

動
V
を
R
煽
動
V
に
改
め
�
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
�
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
P 

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
為
の
遂
行
を
共
謀
し
�
教
唆
し
�
又
は
煽せ
ん

動
し
た



 

一
〇 

者
は
�
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
P 

第
二
十
六
条
中
R
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
二
項
V
を
R
�
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
�
第
二
十
四
条
第
三
項
�
第
二
十

四
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
V
に
�
R
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
一
項
V
を
R
�
第
二
十
三
条
の

二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
�
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
�
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条

の
三
第
一
項
V
に
改
め
る
P 

第
二
十
七
条
第
一
項
中
R
第
二
十
三
条
V
の
下
に
R
及
び
第
二
十
三
条
の
二
V
を
加
え
�
R
同
条
V
を
R
こ
れ
ら
V
に
改

め
�
同
条
第
二
項
中
R
及
び
第
二
十
五
条
V
を
R
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
V
に
改
め
る
P 

第
二
十
八
条
第
一
項
中
R
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
V
を
R
�
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
>
同
条
第
一

項
に
係
る
部
分
に
限
る
P
@
�
第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
V
に
改
め
る
P 

附 

則 

>
施
行
期
日
@ 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
�
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
P
た
だ
し
�
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
�
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
P 



 

 
 

一
一 

一 

附
則
第
三
条
の
規
定 

公
布
の
日 

二 

第
一
条
中
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
中
重
要
経
済
安
保
情

報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 

三 

附
則
第
六
条
の
規
定 

公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
>
令
和
七
年
法
律
第
六
十
二
号
@
の
施
行
の
日 

>
適
用
区
分
@ 

第
二
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
二
項
>
同
法
第
十
五
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
P
@
の
規
定
は
�
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
>
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
R
第

二
号
施
行
日
V
と
い
う
P
@
以
後
に
同
法
第
十
二
条
第
三
項
>
同
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
P
@

の
同
意
を
得
て
実
施
す
る
同
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
適
性
評
価
>
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
R
適
性
評

価
V
と
い
う
P
@
に
つ
い
て
適
用
し
�
第
二
号
施
行
日
前
に
得
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
秘
密
の
保
護
に
関

す
る
法
律
第
十
二
条
第
三
項
>
同
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
P
@
の
同
意
に
係
る
適
性
評
価
に

つ
い
て
は
�
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
P 



 

一
二 

２ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
二
項
>
同
法
第
十

五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
P
@
の
規
定
は
�
第
二
号
施
行
日
以
後
に
同
法
第
十
二
条
第
三
項
>
同
法
第

十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
P
@
の
同
意
を
得
て
実
施
す
る
同
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第

一
項
の
適
性
評
価
>
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
R
適
性
評
価
V
と
い
う
P
@
に
つ
い
て
適
用
し
�
第
二
号
施
行
日
前
に
得
た
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
三
項
>
同
法
第
十
五
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
P
@
の
同
意
に
係
る
適
性
評
価
に
つ
い
て
は
�
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
P 

>
政
令
へ
の
委
任
@ 

第
三
条 

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
�
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
�
政
令
で
定
め
る
P 

>
適
性
評
価
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
@ 

第
四
条 

政
府
は
�
こ
の
法
律
の
施
行
後
二
年
を
目
途
と
し
て
�
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第

十
五
条
第
一
項
の
適
性
評
価
並
び
に
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
五

条
第
一
項
の
適
性
評
価
>
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
R
適
性
評
価
V
と
総
称
す
る
P
@
が
独
立
し
た
公
正
な
立
場
に
お
い
て
職

権
を
行
使
す
る
機
関
に
よ
Ô
て
実
施
さ
れ
る
と
と
も
に
�
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
た
だ
し
書
及
び
重
要



 

 
 

一
三 

経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
適
性
評
価
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な

い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
者
>
内
閣
総
理
大
臣
を
除
く
P
@
に
つ
い
て
そ
の
任
命
が
適
性
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
る
よ
う
�
そ
の
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
�
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
P 

２ 

政
府
は
�
こ
の
法
律
の
施
行
後
二
年
を
目
途
と
し
て
�
適
性
評
価
に
お
い
て
�
そ
の
対
象
と
な
る
者
が
所
属
し
�
又
は
所

属
し
て
い
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
�
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
�
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
P 

>
特
定
秘
密
等
の
漏
え
い
等
に
関
す
る
犯
罪
の
捜
査
の
た
め
の
通
信
の
傍
受
に
関
す
る
検
討
@ 

第
五
条 

政
府
は
�
こ
の
法
律
の
施
行
後
二
年
を
目
途
と
し
て
�
特
定
秘
密
>
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
特
定
秘
密
を
い
う
P
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
P
@
及
び
重
要
経
済
安
保
情
報
>
重
要
経
済
安

保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
経
済
安
保
情
報
を
い
う
P
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
同
じ
P
@
の
漏
え
い
若
し
く
は
取
得
又
は
特
定
秘
密
若
し
く
は
重
要
経
済
安
保
情
報
で
あ
る
情
報
を
記
録
す
る

文
書
等
の
毀
棄
に
関
す
る
犯
罪
の
捜
査
に
当
た
り
�
当
該
犯
罪
の
実
行
�
準
備
又
は
証
拠
隠
滅
等
の
事
後
措
置
に
関
す
る
謀



 

一
四 

議
�
指
示
そ
の
他
の
相
互
連
絡
そ
の
他
当
該
犯
罪
の
実
行
に
関
連
す
る
事
項
を
内
容
と
す
る
通
信
に
つ
い
て
�
犯
罪
捜
査
の

た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
>
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
七
号
@
の
規
定
に
基
づ
く
傍
受
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ

い
て
検
討
を
行
い
�
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
�
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
P 

>
公
益
通
報
者
の
保
護
に
関
す
る
検
討
@ 

第
六
条 

政
府
は
�
公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
検
討
を
行
う
と
き
は
�
特
に
�

公
益
通
報
者
保
護
法
>
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
@
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
通
報
に
際
し
て
や
む
を
得
ず

特
定
秘
密
又
は
重
要
経
済
安
保
情
報
を
漏
ら
し
た
者
の
刑
事
上
の
責
任
の
在
り
方
に
つ
い
て
�
こ
れ
ら
の
情
報
の
重
要
性
を

勘
案
し
つ
つ
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
P 

>
国
会
法
及
び
議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び
証
言
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
@ 

第
七
条 

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
R
特
定
秘
密
保
護
法
第
二
十
三
条
第
二
項
V
の
下
に
R
及
び
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
V

を
�
R
重
要
経
済
安
保
情
報
保
護
活
用
法
第
二
十
三
条
第
二
項
V
の
下
に
R
及
び
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
V
を
加
え
る
P 

一 

国
会
法
>
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
@
第
百
二
条
の
十
五
第
二
項
及
び
第
百
二
条
の
十
七
第
三
項 

二 

議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び
証
言
等
に
関
す
る
法
律
>
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
@
第
五
条
の
三
第



 

 
 

一
五 

三
項 





 

 
 

一
七 

理 

由 
適
性
評
価
に
お
け
る
調
査
項
目
の
拡
充
並
び
に
特
定
秘
密
及
び
重
要
経
済
安
保
情
報
を
外
国
政
府
等
又
は
外
国
政
府
等
に
よ

る
情
報
収
集
活
動
に
協
力
す
る
義
務
を
負
う
も
の
に
漏
ら
す
行
為
並
び
に
特
定
秘
密
文
書
等
及
び
重
要
経
済
安
保
情
報
文
書
等

を
毀
棄
す
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
P
こ
れ
が
�
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
P 


